
条例施行後の主な社会状況の変化について 

 
１ 地方分権の推進 
  国においては、地方公共団体の自性と自য়性を高めるため、地方公共団体の自治事

務について国が法ഥで事務の実施やその方法をၛっている義務હけ・હけのৄઉしと
捁制定ਥのఁ大を進めることにより、地域の実ੲに合った最ిなষ政१شঅスの挿
を実現することを目指す取組を進めている。 

平成２گফڱ月には、地方分ਥ改革推進計画に基づく地方公共団体に対する義務હけ
廃止の一環として、地方自治法が一部改正され、市町村基本構想の策定義務が撤廃され
たところである。 

  [名寄市の対応] 
   地方自治法の改正により、名寄市の基本構想（総合計画）の法的な策定義務は無く

なったが、名寄市自治基本捁ਸ਼１ڵを捏ುとして、「新・名寄市総合計画（ਸ਼１次）」
の策定、進ষ拻৶、ৄઉしをষってきている。 

 
２ ষଃの推進 

国においては、地方とのষ政組織・制২のり方や、ষ政と国ড়との関係等を掽本的
にৄઉし、新たなষ財政システムを構築するため、様々な分野での改革を進めている。 

平成１ڴফڲ月、ල素で捓૨的な政ਿを実現するため「ষ政改革推進本部」がڱফの
期限にて設置され（平成２گফに廃止）、平成２ڱফ１月には、総৶を本部শとした全閣
ഋが参加する「ষ政改革推進本部」が設置され、合৶的かつ捓૨的なষ政を実現するた
めのষ財政改革を推進している。 

  [名寄市の対応] 
   平成２４ফ４月に策定した「新・名寄市ষ財政改革推進計画（後期基本計画）」に基

づき、市শを本部শとする「名寄市ষ財政改革推進本部」をয়ठげて、ষ財政改革
の実施に向けてのੈ৮をষなってきている。また、推進計画においては、名寄市自治
基本捁の基本৶挡及び基本ਉಋに基づく改革৶挡を੶している。 

 
３ ূমপ൜಼ಉপૠெ಼૩のে（ਃଵ৶） 

東日本大震災の教訓・課題を受けて、平成２４ফڲ月に「災害対策基本法」の改正を
実施し、災害への໌応ৡの強化や被災者に対する改善のほか、地域の防災ৡの向等へ
の措置をষい、さらに平成２ڱফڲ月にも改正を実施し、કড়等のෟかつ安全な避難
の確保や平素からの防災への取組強化等に関する措置を加え、防災対策の全面的ৄઉし
をষい大規掌災害による捦ਃ拻৶体制の強化を図っている。 

  [名寄市の対応] 
本捁においては、ਸ਼２４で「捦ਃ拻৶体制の確য়」について規定している。 
また、平成 27 ফ 3 月に「名寄市地域防災計画」を全面改訂し、東日本大震災をふ
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まえ、地域の特性や災害環境にあわせた独自の計画とし、「減災」を基本方針とした自
助・共助・公助による防災対策等の推進や、全国的な自然災害の激化に対応した体制
及び対応の整備、「挻を守るষ」における避難ষ及び避難支援関係者の安全確保等
を図っている。 

 
４ 人口減少と地域コミュニティの活性化 

国においては、超高齢化社会や人口減少、経済状況の悪化といった地域を取り巻く環
境が厳しくなる中で、地域コミュニティに対し「地域の自য়性」を再ੳ掟させながら、
その再生・活性化に向けた様々な取組みを進めている。 

平成２ڬফ、地域が一体となって課題解ৠに取り組ि「地域ৡ」の強化を最重要課題
に掲げて、総務大෦を本部শとした「地域ৡ挝本部」をয়ठげ、これまでとは౮な
る新たな掺ਡ（地域ৡの挝）から地域コミュニティの重要性をとらえ、その活性化に
向けた取組みを進めている。 

  [名寄市の対応] 
   本捁においては、ਸ਼ڵ及びਸ਼گگで「コミュニティ自治及びコミュニティ支

援」について規定している。 
なお、地域コミュニティの基本組織である町内会に対し、自治活ઐહসや町内会

掎૦設ા等拙助সなどの財政的支援のほか、転入者や市職員等への加入促進をしてい
るほか、町内会連合会に対しても、財政的支援に加え、企画課にて事務局を担うなど
の積極的な支援に努めてきているが、ফにおいて૽員の担いুਂ拒や加入૨の拯ৣ
等の課題が生じているため、今後の次期総合計画の策定に向けて、町内会連合会と連
携しながら、課題解拔に向けたষ政支援のあり方をਫ਼挎する。 

 
５ コンプライアンス（公益通報）の推進 

国においては、平成 18 ফ 4 月に「公益通報者保護法」を施ষし、事者内部からの
法ഥ挆ખষನ等の通報をষったに受ける解雇等のਂਹ益な取ඞいから保護するため、
事者に対して法ഥ遵守経の強化をষっている。 

また、自治体においては、職員の公正な職務のষやి正なষ政ઈの確保といっ
た、法ഥ遵守を捋ि社会的掅ભや職員৶の順守のような幅広い挡でコথউছॖ॔থ
スを法ഥ化している傾向にある。 

[名寄市の対応] 
   本捁においては、ਸ਼１ڴਸ਼گඨで「法ഥ遵守」について規定している。 

また、平成２ڲফに「名寄市職員等からの公益通報に関する要ഹ」を制定し、公益
通報者の保護を図るとともに、市のষ政ઈにおける法ഥ遵守を推進している。 

 
６ जの（ফऔोञঽ৬のऩඨ） 
  別紙参照 


